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平成１９年６月期第一級海上特殊無線技±試験問題

(注）解答は、答えとして正しいと判断したものを－つだけ選び答案用紙の答#剛二正し<記入（マーク）すること。

法規１２問

無線工学１２間 ｝ ２４問１時間
法 規

〔ｌ〕免許人が無線設備の変更の工事をしようとするとき

は､総務省令で定める場合を除き、総合通信局長（沖

縄総合通信事務所長を含t凡）に対して、どのような

ことをしなけｵlばならないか､正しいものを次のうち

から選べ

〔４〕総務大臣が無線局に対して臨時に趣皮の発射の停止

を命じることができる場合は、次のどれ力も

１．免許状又は登録伏に記載された空中線電力の範

囲を超えて無線局を運用していると罷めるとき。

２．無線局の発射する鬮波の質が総務省令で定める

ものに適合していないと認めるとき。

３．発射する電波が他の無線局の通信に混信を与え

たとき。

4．暗語を使用して通信を行ったとき。

その旨を届け出る。

脅類の灯正を受ける。

あらかじめ指示を受けるのみでよい。

あらかじめ申錆してその許可を受ける。
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〔2〕船舶に股圏する無線航行のためのレーダー(総務大

臣が別に告示するものを除く.）は、趣原電圧が定格

電圧の±何パーセント以内において変動した場合に

おいても安定に動作するものでなければならないか、

無線設備規則に定める値を次のうちから遇'、

〔５〕総務大臣は､電波法の施行を確保｢するため特に必要

がある場合において､無線局に電波の発射を命じて行

う検査では､何を検査するか､正しいものを次のうち

から選べ。

週層i装置の電源の変動率

発射する電波の質又は空中線電力

他の無線局の通信に与える混信の麹瞳

無線従事者の無線股備の操作の技能
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２パーセント以内

５パーセント以内

１０パーセント以内

２０パーセント以内
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〔６〕無線局の免許人又は登録人は､電波法の規定により

無線従事者を選任又は解任したときは､どの手続をと

らなければならないか､正しいものを次のうちから週

ぺ
。

〔3〕無線従事者は､無線通信の業務に従事しているとき

は、免:i証をどうしていなけｵ1ばならない力、正しい

ものを次のうちから選べ

鰯鷆諭ける。
通信室内に保管する。
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遅滞なくその旨を届け出る。

１０日以内にその旨を報告する。

速やかに総務大臣の浄翻を受ける.

1箇月以内にその旨を届け出る。

Ｃ
己
●
●

一
屯
ｕ
△
（
西
互
】
（
再
聿
》
・
幻
一
・

通信室内の見；やすい箇所に掲げる。
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第一級海上特殊無線技±試験問題

法 規

〔７〕無線局を運用する場合において、空中線電力は、

邇鐸彌億を行う場合を除き､次のどれによらなけれ

ばならない力も

〔１００２，１８２ｋＨｚの周波数の電波が使用できるのは、

次のどの場合力も

遵鐇彌債を行う場合

電波の規正に関する通信を行う場合

出入港に関する通報の送信を行う場合

漁業通信を行う場合
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１．無線局免許申舗轡に記載したもの

２．通億の相手方となる無線局が要求するもの

３．免許状又は登録状に記載されたものの範囲内

で通信を行うため必要最小のもの

４．免許状又は登録状に記載されたものの範囲内

で通信を行うため必要最大のもの

〔8〕なるぺく擬似空中綴Ⅱ｡路を使用しなけ?１１ばならな

い場合に該当しないものを下の番号から選'、

〔11〕無線局に備え付けておかなけｵ1ばならない時計は、

その時刻をどのように照合しておかなければならない

か、正しいものを次のうちから週ぺ゜

Ｌ夷験無線局を運用するとき。

２．実用化試験局を運用するとき。

３．無線j没備の機器の試験を行うために運用する

とき。

４．無線般備の機器の8噸§を行うために運用する

とき。

1．毎週１回以上中央標準時に照合する。

2．毎月１回以上協定世界時に照合する。

3．毎日１回以上中央標準時又は協定世界時に照合す

る。

4．運用開始前に中央標噸涛又は協定世界時に照合す

る。

〔120次の記述は、遜離の呼出し及び通報について、国際

電気通信連合憲章の規定に沿って述ぺたものであ

る｡、内に入れるぺき字句を下の番号から週～

〔9〕無線麓活通信において､呼出しに使用した電波と

同一の電波により通報を送信する場合､順次送信す

る事項のうち省略することができるのは､次のどれ

力も
「無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、

同、絶対的優先順位において劃富『し､同tiNにこ
の通報に応答し、及び直ちに必要な措鼠をとる鍵務を

負う｡」

1．相手局の呼出名称

２．（１）相手局の呼出名称

②こちらは

３．（１）こちらは

②自局の呼出名称

４．（１）相手局の呼出名称

②こちらは

③自局の呼出名称
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いずｵlから発せられた力を問わず

自国の領海で発せられた場合には
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公海で発せられた場合には

自国のif漉及び公海で発せられた場合には
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平成１９年６月期

第一級海上特殊無線技士「法規」合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答
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問題 正答

〔１〕 ４

〔２〕 ３

〔３〕 １

〔４〕 ２

〔５〕 ２

〔６〕 １

〔７〕 ３

〔８〕 ２

〔９〕 ４

〔10〕 １

〔11〕 ３

〔12〕 １
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